
山梨県教育委員会から 保護者・地域の皆様へ R８.３

教職員との連絡・面談等にあたってのお願い
～よりよい教育の実現に向けて～

山梨県教育委員会では、令和８年１月に「山梨県教育委員会における関
係者からの過剰な要求等への対応方針」を策定しました。本対応方針におい
ては、「過剰な要求等」に該当する行為や、学校の基本的な対応方針をお示
ししています。これらを保護者や地域の皆様と共有させていただくことにより、子ど
もたちの教育に共に手を携えて当たれるよう環境づくりを進めてまいります。教職
員が自身の能力を最大限発揮できる環境を整え、子どもたちにより充実した学
びを提供できるよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 ＜山梨県教育長＞

おぎの ともお

荻野 智夫

教職員の基本的な心構え

児童生徒・保護者・地域の皆様との信頼関係を
大切にし、常に「子どものためになるか」を考えなが
ら連携と協力、誠実な対応に努めてまいります。

過剰な要求等への組織的な対応

意見や申し入れが過剰な要求等に発展した場
合は、教職員が一人で抱え込まず、学校全体で
組織的に対応します。あわせて、必要に応じて記
録を行い、警告や対応終了をお伝えします。

特に悪質な事例への対応

暴力や暴言、脅迫、強要など安全を脅かす行
為があった場合は、教育的な問題とは切り離し、
スクールロイヤーや警察と連携して適切に対処し
ます。

過剰な要求等にあたる行為の周知

保護者・地域の皆様にどのような行為が「過剰
な要求等」にあたるのかを共有し、子どもの教育
に悪影響を及ぼす行動を避けていただけるよう、
周知と理解・協力を呼びかけてまいります。

学校だけでは解決が困難な
ケースへの対応

保護者が抱える問題等が子どもに影響している
場合や、その要求が学校だけでの解決が困難な
場合は、専門職と連携し、必要に応じて福祉・
医療・心理などの関係機関につなげます。

問い合わせ先：山梨県教育庁総務課行政管理担当

よりよい教育の実現に向け、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


